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   のんき会 沢目駅舎内 午前10：00～ 心の病を持っている方が情報交換する場です。どな
     　　　午後4：00 たでもお気軽にお立ち寄りください。
　
 4 月 水沢地区けんこうの集い 水沢コミュニティ 午後1：30～ 対象：水沢上・中・下地区にお住まいの70代以上の方
   ～フレイル予防対策～ センター 　　　午後4：00 内容：健康測定、講話、体操      ※詳細は配布のチラシをご覧ください。
　
   子育てひろば 子育て支援センター 午前10：00～ 対象者：妊婦、産婦、乳幼児と保護者
    「あいあい」 　　午前11：30 内容：手遊び、ふれあい遊び等
　
   大信田介護予防教室 大信田公民館 午前10：00～ 自宅で出来る簡単な体操を行います。お気軽にご参加
     　　午前11：30 ください。
　
 5 火 浜田地区けんこうの集い 浜田コミュニティ 午後1：30～ 対象：浜田地区にお住まいの70代以上の方
   ～フレイル予防対策～ センター 　　　午後4：00 内容：健康測定、講話、体操      ※詳細は配布のチラシをご覧ください。
　
 　 　 田中介護予防教室 田中公民館 午後2：00～ 自宅で出来る簡単な体操を行います。お気軽にご参加
     　　　午後3：30 ください。
　
 6 水 心配ごと相談 八峰町社会福祉 午前9：30～ 担当：日沼美智子相談員
    協議会 　　　　　　正午 ※相談をご希望の方は事前にご連絡ください。☎77－3551
　
 7 木 八森第３介護予防教室 八森第３地蔵堂 午後2：00～ 自宅で出来る簡単な体操を行います。お気軽にご参加
     　　　午後3：30 ください。
　
 　 　 岩館婦人会古紙回収 岩館地区 午前7：30～ 対象：ダンボール・新聞紙・雑誌・牛乳パック・アルミ缶     　　　午前8：30
 9 土
   行政相談 水沢コミュニティ 午前9：30～ 担当：田村崇子委員    センター 　　午前11：30
　
   のんき会 沢目駅舎内 午前10：00～ 心の病を持っている方が情報交換する場です。どな
     　　　午後4：00 たでもお気軽にお立ち寄りください。
 11 月
   交流サロン ファガス 午後1：30～ 陽だまりの会会員がおいしいコーヒー、お茶を準備してお待ちし　
   「しーがる」 「シーガル」 　　　午後3：30 ております。
　
 　 　 子育てひろば 子育て支援センター 午前10：00～ 対象者：妊婦、産婦、乳幼児と保護者
    「あいあい」 　　午前11：30 内容：手遊び、ふれあい遊び等
 12 火
   喜楽けんこうクラブ ファガス 午後1：30～ 内容：椅子を使った簡単な体操、筋力トレーニング
   活動  　　　午後2：30 問合せ先：喜楽けんこうクラブ代表　小林☎090－2366－9985
　　
 　 　 心配ごと相談 八峰町社会福祉 午前9：30～ 担当：武田ムツ子相談員
    協議会 　　　　　　正午 ※相談をご希望の方は事前にご連絡ください。☎77－3551
　
 13 水 にこにこカフェ 水沢上町内会館 午前10：00～ 対象：水沢上地区の方　参加費：100円
     　　　　　　正午 問合せ先：八峰町地域包括支援センター　☎77－3200
　
   ぽっぽカフェ 沢目駅前コミュニ 午後1：30～ 対象：駅前・三ツ森地区の方　参加費：100円
    ティセンター 　　　午後3：30 問合せ先：八峰町地域包括支援センター　☎77－3200
　
 　 　 高野々介護予防教室 高野々コミュニ 午前10：00～ 自宅で出来る簡単な体操を行います。お気軽にご参加
    ティセンター 　　午前11：30 ください。
　
       就労や社会参加したいなどいろいろな思いを持つ若者
 14 木 集いの場 八峰町社会福祉 午後1：30～ の皆さんに足を運んでほしい場所です。
   「カタクリ」 協議会 　　　午後3：30 問合せ先：福祉保健課　健康推進係　☎76-4608
　
 　 　 塙介護予防教室 塙公民館 午後2：00～ 自宅で出来る簡単な体操を行います。お気軽にご参加
     　　　午後3：30 ください。
　
 15 金 いさりびサロン 漁火の館 午前10：00～ 対象者：岩館第２地区にお住まいの方　参加費：１人100円
     　　　　　　正午 お茶やおいしいお菓子を用意しております。

３月１日～15日の行事予定
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●
募
集
・
試
験

２
０
２
４
年
度
国
家
公
務
員

「
国
税
専
門
官
採
用
試
験
」（
大

学
卒
業
程
度
）

　

仙
台
国
税
局
で
は
、
バ
イ
タ

リ
テ
ィ
ー
あ
ふ
れ
る
国
税
専
門

官
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
国
税

専
門
官
は
、
国
の
財
政
を
支
え

る
重
要
な
仕
事
を
担
い
、
税
務

署
等
に
お
い
て
、
調
査
・
徴

収
・
検
査
や
指
導
な
ど
を
行
う

税
務
の
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
で
す
。

受
験
資
格

１　

平
成
６
年
４
月
２
日
〜
平
成

15
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
方

２　

平
成
15
年
４
月
２
日
以
降
生

ま
れ
の
方
で
次
に
掲
げ
る
方

（
１
）大
学
（
短
大
を
除
く
）
を

卒
業
し
た
方
お
よ
び
令
和

７
年
３
月
ま
で
に
大
学
を

卒
業
す
る
見
込
み
の
方

（
２
）人
事
院
が（
１
）に
掲
げ
る

方
と
同
等
の
資
格
が
あ
る

と
認
め
る
方

受
験
申
込
受
付
期
間　
２
月
22

日（
木
）〜
３
月
25
日（
月
）ま

で
受
験
申
込
方
法　
受
験
申
込
み

は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
込
み

と
す
る
。

国
家
公
務
員
試
験
採
用
情
報

N
A
V
I

（https://w
w
w
.jinji.

　

go.jp/saiyo/saiyo.htm
l)

第
１
次
試
験
日　

５
月
26
日

（
日
）

問　
仙
台
国
税
局　

人
事
第
二

課　

試
験
研
修
係
（
☎
０
２

２
―

２
６
３
―

１
１
１
１
、
内

線
３
２
３
６
）
、
人
事
院
東

北
事
務
局
（
☎
０
２
２
―

２

２
１
―

２
０
２
２
）

２
０
２
４
年
度
労
働
基
準
監

督
官
採
用
試
験

受
験
資
格

１　

平
成
６
年
４
月
２
日
〜
平
成

15
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
方

２　

平
成
15
年
４
月
２
日
以
降
生

ま
れ
の
方
で
次
に
掲
げ
る
方

（
１
）大
学
を
卒
業
し
た
方
お
よ
び

令
和
７
年
３
月
ま
で
に
大
学

を
卒
業
す
る
見
込
み
の
方

（
２
）人
事
院
が（
１
）に
掲
げ
る

方
と
同
等
の
資
格
が
あ
る

と
認
め
る
方

採
用
予
定
者
数　
労
働
基
準
監

督
Ａ
（
法
文
系
）
約
１
７
０

人
、
労
働
基
準
監
督
Ｂ
（
理

工
系
）
約
40
人

第
１
次
試
験
日
時　
５
月
26
日

（
日
）午
前
９
時
30
分
〜
午
後

５
時
35
分

場
所　

ノ
ー
ス
ア
ジ
ア
大
学

（
予
定
）

申
込
方
法　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

に
よ
り
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

https://w
w
w
.jinji-shiken.

go.jp/juken.htm
l

申
込
期
間　
２
月
22
日（
木
）午

前
９
時
〜
３
月
25
日（
月
）

※

受
信
有
効

問
・
申　
秋
田
労
働
局　

総
務

課
人
事
係
（
☎
０
１
８
―

８

６
２
―

６
６
８
１
）

●
講
　
座

令
和
６
年
度
秋
田
県
点
字
図

書
館
点
訳
・
音
訳
奉
仕
員
養

成
講
座
の
開
催
に
つ
い
て

　

秋
田
県
点
字
図
書
館
で
は
、

視
覚
に
障
害
の
あ
る
方
へ
の
情

報
提
供
を
目
的
に
、
点
字
図

書
・
録
音
図
書
の
製
作
、
郵
送

に
よ
る
貸
出
な
ど
各
種
サ
ー
ビ

ス
の
充
実
に
努
め
て
お
り
ま
す
。

　

点
訳
と
は
活
字
を
点
字
に
、

音
訳
と
は
活
字
を
音
声
に
変
え

て
視
覚
に
障
害
の
あ
る
方
に
情

報
を
伝
え
る
作
業
で
す
。
当
館

で
は
、
現
在
約
２
０
０
名
の
点

訳
・
音
訳
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
図

書
製
作
活
動
を
し
て
い
ま
す
が
、

令
和
６
年
度
も
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

と
し
て
協
力
い
た
だ
け
る
方
を

育
て
る
目
的
で
、
『
点
訳
・
音

訳
奉
仕
員
養
成
講
座
』
を
開
講

い
た
し
ま
す
。

　

視
覚
障
害
者
等
の
読
書
環
境

に
ご
理
解
い
た
だ
き
、
活
動
に

参
加
し
て
い
た
だ
け
る
方
を
お

待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

日
程　
①
事
前
説
明
会 

５
月

８
日（
水
）午
前
10
時
〜
午
前

11
時
45
分

②
点
訳
・
音
訳
奉
仕
員
養
成
講

座　

６
月
５
日（
水
）〜
11
月

28
日（
木
）ま
で 

午
前
10
時

〜
正
午
（
点
訳
全
24
回
・
音

訳 

全
23
回
）（
予
定
）

点
訳
・
・
・
毎
週
水
曜
日（
予
定
） 

音
訳
・
・
・
毎
週
木
曜
日（
予
定
）

会
場　
秋
田
県
点
字
図
書
館

定
員
等　
①
事
前
説
明
会
の
定

員
は
あ
り
ま
せ
ん
。

②
点
訳
・
音
訳
奉
仕
員
養
成
講

座
は
各
講
座
10
名
程
度 

※

事
前
説
明
会
終
了
後
、
養
成

講
座
の
申
込
み
を
受
付
し
ま

す
。
そ
の
際
に
課
題
等
の
提

出
が
あ
り
ま
す
。

事
前
説
明
会
受
付　
４
月
１
日

（
月
）〜
５
月
７
日（
火
）電
話
、

メ
ー
ル
で
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。

そ
の
他　
受
講
に
あ
た
っ
て
は

特
別
な
資
格
を
必
要
と
し
ま

せ
ん
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

は
パ
ソ
コ
ン
を
使
用
し
て
行

い
ま
す
の
で
、
パ
ソ
コ
ン
の

基
本
操
作
が
可
能
で
、
パ
ソ

コ
ン
を
所
有
し
て
い
る
か
購

入
の
予
定
の
あ
る
方
が
望
ま

し
い
で
す
。
実
際
の
図
書
製

作
で
は
、
点
訳
・
音
訳
そ
れ

ぞ
れ
の
機
材
等
の
準
備
が
別

途
必
要
と
な
り
ま
す
。
講
座

受
講
は
無
料
。(

た
だ
し
、

テ
キ
ス
ト
代
等
は
実
費
と
な

り
ま
す)

問
・
申　
秋
田
県
点
字
図
書
館

（
☎
０
１
８
―

８
４
５
―

０
０
３

１
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
０
１
８
―

８
４

５
―

７
７
７
２
、　

tenji@

　

fukinoto.or.jp

）
（
〒
０

１
１
―

０
９
４
３　

秋
田
市

土
崎
港
南
３
丁
目
２
―

58
）

●
ス
ポ
ー
ツ

ア
リ
ナ
ス
の
ス
ポ
ー
ツ
教
室

【
ア
ク
ア
体
操（
水
中
運
動
）】

期
間　

①
４
月
９
日
〜
23
日

（
毎
週
火
曜
日
、
全
３
回
）
、

　

②
４
月
12
日
〜
26
日
（
毎
週

金
曜
日
、
全
３
回
）

時
間　
①
②
い
ず
れ
も
午
後
１

時
30
分
〜
午
後
２
時
20
分
ま

た
は
午
後
２
時
30
分
〜
午
後

３
時
20
分
ま
で
の
２
コ
ー
ス

定
員　
各
18
名
（
成
人
）

費
用　
各
１
，
０
０
０
円

申
込
方
法　
３
月
１
日（
金
）〜

20
日（
水
）ま
で
に
フ
ロ
ン
ト

へ
直
接
申
込
み
く
だ
さ
い

（
申
込
多
数
の
場
合
は
抽
選
）

問
・
申　
ア
リ
ナ
ス

　
（
☎
54
―

９
２
０
０
）

●
相
　
談

相
続
の
お
悩
み
を
専
門
家
に

相
談
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

相
続
登
記
無
料
相
談
会

　

専
門
家
が
相
続
、
登
記
手
続
、

遺
言
な
ど
に
関
す
る
ご
相
談
を

お
受
け
し
ま
す
。

日
時　
３
月
13
日
（
水
）
、

　

３
月
27
日
（
水
）

　

午
前
９
時
30
分
〜
正
午

場
所　
八
峰
町
役
場
２
階　

会

議
室

受
付　
当
日
先
着
順（
予
約
不
要
）

問　
防
災
ま
ち
づ
く
り
室

　
（
☎
76
―

４
６
６
６
）

能
代
調
停
協
会　
無
料
調
停

相
談
会
開
催
に
つ
い
て

日
時　
３
月
12
日
（
火
）

　

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

場
所　
能
代
市
文
化
会
館
（
２

階
リ
ハ
ー
サ
ル
室
に
て
受

付
）

相
談
内
容　
「
民
事
」
金
銭
貸

借
、
土
地
建
物
、
保
証
、
交

通
事
故
な
ど
。
「
家
事
」
夫

婦
関
係
、
相
続
、
慰
謝
料
、

財
産
分
与
な
ど
。
能
代
調
停

協
会
調
停
委
員
が
今
後
の
手

続
き
に
つ
い
て
相
談
に
応
じ

ま
す
。

問　
能
代
調
停
協
会

　

（
☎
52
―

３
２
７
８
）

●
お
知
ら
せ

町
営
歯
科
診
療
所
休
診
日

休
診
日　
３
月
９
日（
土
）午
後

問　
町
営
歯
科
診
療
所

　
（
☎
88
―

８
２
１
０
）

と
も
す
け
共
済
へ
の
加
入
を

受
付
け
て
い
ま
す

　

と
も
す
け
共
済
に
は
、
も
う

加
入
し
ま
し
た
か
。

　

と
も
す
け
共
済
は
、県
内
市

町
村
の
住
民
が
お
互
い
に
掛
金

を
出
し
合
う
こ
と
に
よ
り
、交

通
災
害
・
不
慮
の
災
害
に
遭
っ
た

被
災
者
を
救
済
す
る
制
度
で
す
。

　

今
年
も
家
族
そ
ろ
っ
て
セ
ッ

ト
で
加
入
し
ま
し
ょ
う
。
加
入

申
込
み
は
随
時
受
付
中
で
す
。

共
済
期
間
は
令
和
６
年
４
月
１

日
か
ら
翌
年
３
月
31
日
ま
で
で

す
。
（
４
月
１
日
以
降
に
加
入

し
た
場
合
は
、
加
入
日
の
翌
日

以
降
か
ら
適
用
に
な
り
ま
す
。）

　

掛
金
は
、
交
通
災
害
共
済
が

３
０
０
円
、
不
慮
の
災
害
共
済

が
７
０
０
円
で
す
。

　

申
込
書
は
既
に
全
世
帯
に
配

布
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
申
込

み
の
際
に
は
申
込
書
と
掛
け
金

を
お
持
ち
に
な
り
、
役
場
や
金

融
機
関
等
に
て
お
申
込
み
く
だ

さ
い
。

　

な
お
、
７
月
末
ま
で
は
次
の

金
融
機
関
で
も
お
申
込
み
で
き

ま
す
。

・
秋
田
銀
行

・
北
都
銀
行

・
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
ま
た
は
郵
便

局
・
羽
後
信
用
金
庫

・
Ｊ
Ａ
秋
田
や
ま
も
と

・
Ｊ
Ａ
あ
き
た
白
神

※

ネ
ッ
ト
か
ら
の
申
込
み
も
可

能
で
す
。
詳
し
く
は
リ
ー
フ

レ
ッ
ト
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問　
総
務
課　

防
災
ま
ち
づ
く

り
室（
☎
76
―

４
６
６
６
）

そ
の
病
気
、
そ
の
症
状
は
石
綿

が
原
因
か
も
し
れ
ま
せ
ん

　

ご
家
族
に
、
肺
が
ん
や
中
皮

腫
な
ど
で
亡
く
な
ら
れ
た
方
は

い
ま
せ
ん
か
？
息
切
れ
、
胸
が

苦
し
い
な
ど
の
症
状
が
出
て
い

ま
せ
ん
か
？

　

石
綿
に
よ
る
疾
病
と
認
定
さ

れ
た
場
合
、
各
種
給
付
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

石
綿
に
よ
る
疾
病
は
、
石
綿

を
吸
っ
て
か
ら
非
常
に
長
い
年

月
を
経
て
発
症
す
る
こ
と
が
大

き
な
特
徴
で
す
。

※

仕
事
が
原
因
で
、
石
綿
の
病

気
に
な
っ
た
方
、
ご
家
族
が

亡
く
な
っ
た
か
も
し
れ
な
い

と
い
う
お
心
当
た
り
の
あ
る

方
は
、
左
記
ま
た
は
お
近
く

の
労
働
基
準
監
督
署
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

問　
秋
田
労
働
局　

労
災
補
償

課
（
☎
０
１
８
―

８
８
３
―

４

２
７
５
）

凍
結
注
意
！
冬
季
の
転
倒
災

害
を
防
ぎ
ま
し
ょ
う
！

　

冬
季
は
、
雪
・
凍
結
に
よ
る

転
倒
災
害
が
多
発
し
て
い
ま
す
。

◆
歩
行
時
は
危
険
な
場
所
を
知

り
意
識
し
、
態
勢
を
整
え
る

た
め
荷
物
は
リ
ュ
ッ
ク
等
に

入
れ
て
背
負
い
、
手
に
は
荷

物
を
持
た
な
い
よ
う
に
し
ま

し
ょ
う
！

　

駐
車
場
か
ら
事
務
所
や
作
業

場
の
出
入
り
口
ま
で
の
経
路
、

段
差
・
ス
ロ
ー
プ
が
特
に
危

険
で
す
。

◆
危
険
な
時
間
帯
を
知
ろ
う
！

　

朝
７
時
〜
９
時
の
時
間
帯
が

特
に
危
険
で
す
。

※

詳
し
く
は
左
記
ま
た
は
最
寄

り
の
労
働
基
準
監
督
署
へ
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

問　
秋
田
労
働
局　

健
康
安
全

課
（
☎
０
１
８
―

８
６
２
―

６

６
８
３
）

自
動
車
の
登
録
手
続
き
年
度

末
を
待
た
ず
に
お
早
め
に
！

　

年
度
末
、
運
輸
支
局
の
自
動

車
検
査
・
登
録
窓
口
は
、
例
年

大
変
混
み
合
い
ま
す
。

　

特
に
３
月
中
旬
以
降
は
、
自

動
車
税
課
税
基
準
日
（
４
月
１

日
）
前
に
名
義
変
更
や
抹
消
登

録
手
続
き
を
行
う
方
々
に
よ
る

駆
け
込
み
申
請
お
よ
び
車
検
車

両
の
増
加
に
よ
り
大
変
混
雑
し
、

申
請
者
の
皆
様
に
は
長
時
間
お

待
ち
い
た
だ
く
状
況
に
な
っ
て

お
り
ま
す
。

　

自
動
車
の
諸
手
続
き
を
ご
予

定
の
方
は
、
年
度
末
前
の
比
較

的
混
雑
の
少
な
い
３
月
上
旬
頃

ま
で
に
手
続
き
さ
れ
ま
す
よ
う

お
願
い
し
ま
す
。

　

登
録
手
続
き
に
関
し
て
の
問

合
せ
は
、
ヘ
ル
プ
デ
ス
ク
（
登

録
手
続
き
案
内
）
を
ご
利
用
願

い
ま
す
。

問　
秋
田
運
輸
支
局
ヘ
ル
プ
デ

ス
ク
（
☎
０
５
０
―

５
５
４

０
―

２
０
１
２
）
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●
募
集
・
試
験

２
０
２
４
年
度
国
家
公
務
員

「
国
税
専
門
官
採
用
試
験
」（
大

学
卒
業
程
度
）

　

仙
台
国
税
局
で
は
、
バ
イ
タ

リ
テ
ィ
ー
あ
ふ
れ
る
国
税
専
門

官
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
国
税

専
門
官
は
、
国
の
財
政
を
支
え

る
重
要
な
仕
事
を
担
い
、
税
務

署
等
に
お
い
て
、
調
査
・
徴

収
・
検
査
や
指
導
な
ど
を
行
う

税
務
の
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
で
す
。

受
験
資
格

１　

平
成
６
年
４
月
２
日
〜
平
成

15
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
方

２　

平
成
15
年
４
月
２
日
以
降
生

ま
れ
の
方
で
次
に
掲
げ
る
方

（
１
）大
学
（
短
大
を
除
く
）
を

卒
業
し
た
方
お
よ
び
令
和

７
年
３
月
ま
で
に
大
学
を

卒
業
す
る
見
込
み
の
方

（
２
）人
事
院
が（
１
）に
掲
げ
る

方
と
同
等
の
資
格
が
あ
る

と
認
め
る
方

受
験
申
込
受
付
期
間　
２
月
22

日（
木
）〜
３
月
25
日（
月
）ま

で
受
験
申
込
方
法　
受
験
申
込
み

は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
込
み

と
す
る
。

国
家
公
務
員
試
験
採
用
情
報

N
A
V
I

（https://w
w
w
.jinji.

　

go.jp/saiyo/saiyo.htm
l)

第
１
次
試
験
日　

５
月
26
日

（
日
）

問　
仙
台
国
税
局　

人
事
第
二

課　

試
験
研
修
係
（
☎
０
２

２
―

２
６
３
―

１
１
１
１
、
内

線
３
２
３
６
）
、
人
事
院
東

北
事
務
局
（
☎
０
２
２
―

２

２
１
―

２
０
２
２
）

２
０
２
４
年
度
労
働
基
準
監

督
官
採
用
試
験

受
験
資
格

１　

平
成
６
年
４
月
２
日
〜
平
成

15
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
方

２　

平
成
15
年
４
月
２
日
以
降
生

ま
れ
の
方
で
次
に
掲
げ
る
方

（
１
）大
学
を
卒
業
し
た
方
お
よ
び

令
和
７
年
３
月
ま
で
に
大
学

を
卒
業
す
る
見
込
み
の
方

（
２
）人
事
院
が（
１
）に
掲
げ
る

方
と
同
等
の
資
格
が
あ
る

と
認
め
る
方

採
用
予
定
者
数　
労
働
基
準
監

督
Ａ
（
法
文
系
）
約
１
７
０

人
、
労
働
基
準
監
督
Ｂ
（
理

工
系
）
約
40
人

第
１
次
試
験
日
時　
５
月
26
日

（
日
）午
前
９
時
30
分
〜
午
後

５
時
35
分

場
所　

ノ
ー
ス
ア
ジ
ア
大
学

（
予
定
）

申
込
方
法　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

に
よ
り
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

https://w
w
w
.jinji-shiken.

go.jp/juken.htm
l

申
込
期
間　
２
月
22
日（
木
）午

前
９
時
〜
３
月
25
日（
月
）

※

受
信
有
効

問
・
申　
秋
田
労
働
局　

総
務

課
人
事
係
（
☎
０
１
８
―

８

６
２
―

６
６
８
１
）

●
講
　
座

令
和
６
年
度
秋
田
県
点
字
図

書
館
点
訳
・
音
訳
奉
仕
員
養

成
講
座
の
開
催
に
つ
い
て

　

秋
田
県
点
字
図
書
館
で
は
、

視
覚
に
障
害
の
あ
る
方
へ
の
情

報
提
供
を
目
的
に
、
点
字
図

書
・
録
音
図
書
の
製
作
、
郵
送

に
よ
る
貸
出
な
ど
各
種
サ
ー
ビ

ス
の
充
実
に
努
め
て
お
り
ま
す
。

　

点
訳
と
は
活
字
を
点
字
に
、

音
訳
と
は
活
字
を
音
声
に
変
え

て
視
覚
に
障
害
の
あ
る
方
に
情

報
を
伝
え
る
作
業
で
す
。
当
館

で
は
、
現
在
約
２
０
０
名
の
点

訳
・
音
訳
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
図

書
製
作
活
動
を
し
て
い
ま
す
が
、

令
和
６
年
度
も
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

と
し
て
協
力
い
た
だ
け
る
方
を

育
て
る
目
的
で
、
『
点
訳
・
音

訳
奉
仕
員
養
成
講
座
』
を
開
講

い
た
し
ま
す
。

　

視
覚
障
害
者
等
の
読
書
環
境

に
ご
理
解
い
た
だ
き
、
活
動
に

参
加
し
て
い
た
だ
け
る
方
を
お

待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

日
程　
①
事
前
説
明
会 

５
月

８
日（
水
）午
前
10
時
〜
午
前

11
時
45
分

②
点
訳
・
音
訳
奉
仕
員
養
成
講

座　

６
月
５
日（
水
）〜
11
月

28
日（
木
）ま
で 

午
前
10
時

〜
正
午
（
点
訳
全
24
回
・
音

訳 

全
23
回
）（
予
定
）

点
訳
・
・
・
毎
週
水
曜
日（
予
定
） 

音
訳
・
・
・
毎
週
木
曜
日（
予
定
）

会
場　
秋
田
県
点
字
図
書
館

定
員
等　
①
事
前
説
明
会
の
定

員
は
あ
り
ま
せ
ん
。

②
点
訳
・
音
訳
奉
仕
員
養
成
講

座
は
各
講
座
10
名
程
度 

※

事
前
説
明
会
終
了
後
、
養
成

講
座
の
申
込
み
を
受
付
し
ま

す
。
そ
の
際
に
課
題
等
の
提

出
が
あ
り
ま
す
。

事
前
説
明
会
受
付　
４
月
１
日

（
月
）〜
５
月
７
日（
火
）電
話
、

メ
ー
ル
で
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。

そ
の
他　
受
講
に
あ
た
っ
て
は

特
別
な
資
格
を
必
要
と
し
ま

せ
ん
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

は
パ
ソ
コ
ン
を
使
用
し
て
行

い
ま
す
の
で
、
パ
ソ
コ
ン
の

基
本
操
作
が
可
能
で
、
パ
ソ

コ
ン
を
所
有
し
て
い
る
か
購

入
の
予
定
の
あ
る
方
が
望
ま

し
い
で
す
。
実
際
の
図
書
製

作
で
は
、
点
訳
・
音
訳
そ
れ

ぞ
れ
の
機
材
等
の
準
備
が
別

途
必
要
と
な
り
ま
す
。
講
座

受
講
は
無
料
。(

た
だ
し
、

テ
キ
ス
ト
代
等
は
実
費
と
な

り
ま
す)

問
・
申　
秋
田
県
点
字
図
書
館

（
☎
０
１
８
―

８
４
５
―

０
０
３

１
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
０
１
８
―

８
４

５
―

７
７
７
２
、　

tenji@

　

fukinoto.or.jp

）
（
〒
０

１
１
―

０
９
４
３　

秋
田
市

土
崎
港
南
３
丁
目
２
―

58
）

●
ス
ポ
ー
ツ

ア
リ
ナ
ス
の
ス
ポ
ー
ツ
教
室

【
ア
ク
ア
体
操（
水
中
運
動
）】

期
間　

①
４
月
９
日
〜
23
日

（
毎
週
火
曜
日
、
全
３
回
）
、

　

②
４
月
12
日
〜
26
日
（
毎
週

金
曜
日
、
全
３
回
）

時
間　
①
②
い
ず
れ
も
午
後
１

時
30
分
〜
午
後
２
時
20
分
ま

た
は
午
後
２
時
30
分
〜
午
後

３
時
20
分
ま
で
の
２
コ
ー
ス

定
員　
各
18
名
（
成
人
）

費
用　
各
１
，
０
０
０
円

申
込
方
法　
３
月
１
日（
金
）〜

20
日（
水
）ま
で
に
フ
ロ
ン
ト

へ
直
接
申
込
み
く
だ
さ
い

（
申
込
多
数
の
場
合
は
抽
選
）

問
・
申　
ア
リ
ナ
ス

　
（
☎
54
―

９
２
０
０
）

●
相
　
談

相
続
の
お
悩
み
を
専
門
家
に

相
談
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

相
続
登
記
無
料
相
談
会

　

専
門
家
が
相
続
、
登
記
手
続
、

遺
言
な
ど
に
関
す
る
ご
相
談
を

お
受
け
し
ま
す
。

日
時　
３
月
13
日
（
水
）
、

　

３
月
27
日
（
水
）

　

午
前
９
時
30
分
〜
正
午

場
所　
八
峰
町
役
場
２
階　

会

議
室

受
付　
当
日
先
着
順（
予
約
不
要
）

問　
防
災
ま
ち
づ
く
り
室

　
（
☎
76
―

４
６
６
６
）

能
代
調
停
協
会　
無
料
調
停

相
談
会
開
催
に
つ
い
て

日
時　
３
月
12
日
（
火
）

　

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

場
所　
能
代
市
文
化
会
館
（
２

階
リ
ハ
ー
サ
ル
室
に
て
受

付
）

相
談
内
容　
「
民
事
」
金
銭
貸

借
、
土
地
建
物
、
保
証
、
交

通
事
故
な
ど
。
「
家
事
」
夫

婦
関
係
、
相
続
、
慰
謝
料
、

財
産
分
与
な
ど
。
能
代
調
停

協
会
調
停
委
員
が
今
後
の
手

続
き
に
つ
い
て
相
談
に
応
じ

ま
す
。

問　
能
代
調
停
協
会

　

（
☎
52
―

３
２
７
８
）

●
お
知
ら
せ

町
営
歯
科
診
療
所
休
診
日

休
診
日　
３
月
９
日（
土
）午
後

問　
町
営
歯
科
診
療
所

　
（
☎
88
―

８
２
１
０
）

と
も
す
け
共
済
へ
の
加
入
を

受
付
け
て
い
ま
す

　

と
も
す
け
共
済
に
は
、
も
う

加
入
し
ま
し
た
か
。

　

と
も
す
け
共
済
は
、県
内
市

町
村
の
住
民
が
お
互
い
に
掛
金

を
出
し
合
う
こ
と
に
よ
り
、交

通
災
害
・
不
慮
の
災
害
に
遭
っ
た

被
災
者
を
救
済
す
る
制
度
で
す
。

　

今
年
も
家
族
そ
ろ
っ
て
セ
ッ

ト
で
加
入
し
ま
し
ょ
う
。
加
入

申
込
み
は
随
時
受
付
中
で
す
。

共
済
期
間
は
令
和
６
年
４
月
１

日
か
ら
翌
年
３
月
31
日
ま
で
で

す
。
（
４
月
１
日
以
降
に
加
入

し
た
場
合
は
、
加
入
日
の
翌
日

以
降
か
ら
適
用
に
な
り
ま
す
。）

　

掛
金
は
、
交
通
災
害
共
済
が

３
０
０
円
、
不
慮
の
災
害
共
済

が
７
０
０
円
で
す
。

　

申
込
書
は
既
に
全
世
帯
に
配

布
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
申
込

み
の
際
に
は
申
込
書
と
掛
け
金

を
お
持
ち
に
な
り
、
役
場
や
金

融
機
関
等
に
て
お
申
込
み
く
だ

さ
い
。

　

な
お
、
７
月
末
ま
で
は
次
の

金
融
機
関
で
も
お
申
込
み
で
き

ま
す
。

・
秋
田
銀
行

・
北
都
銀
行

・
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
ま
た
は
郵
便

局
・
羽
後
信
用
金
庫

・
Ｊ
Ａ
秋
田
や
ま
も
と

・
Ｊ
Ａ
あ
き
た
白
神

※

ネ
ッ
ト
か
ら
の
申
込
み
も
可

能
で
す
。
詳
し
く
は
リ
ー
フ

レ
ッ
ト
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問　
総
務
課　

防
災
ま
ち
づ
く

り
室（
☎
76
―

４
６
６
６
）

そ
の
病
気
、
そ
の
症
状
は
石
綿

が
原
因
か
も
し
れ
ま
せ
ん

　

ご
家
族
に
、
肺
が
ん
や
中
皮

腫
な
ど
で
亡
く
な
ら
れ
た
方
は

い
ま
せ
ん
か
？
息
切
れ
、
胸
が

苦
し
い
な
ど
の
症
状
が
出
て
い

ま
せ
ん
か
？

　

石
綿
に
よ
る
疾
病
と
認
定
さ

れ
た
場
合
、
各
種
給
付
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

石
綿
に
よ
る
疾
病
は
、
石
綿

を
吸
っ
て
か
ら
非
常
に
長
い
年

月
を
経
て
発
症
す
る
こ
と
が
大

き
な
特
徴
で
す
。

※

仕
事
が
原
因
で
、
石
綿
の
病

気
に
な
っ
た
方
、
ご
家
族
が

亡
く
な
っ
た
か
も
し
れ
な
い

と
い
う
お
心
当
た
り
の
あ
る

方
は
、
左
記
ま
た
は
お
近
く

の
労
働
基
準
監
督
署
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

問　
秋
田
労
働
局　

労
災
補
償

課
（
☎
０
１
８
―

８
８
３
―

４

２
７
５
）

凍
結
注
意
！
冬
季
の
転
倒
災

害
を
防
ぎ
ま
し
ょ
う
！

　

冬
季
は
、
雪
・
凍
結
に
よ
る

転
倒
災
害
が
多
発
し
て
い
ま
す
。

◆
歩
行
時
は
危
険
な
場
所
を
知

り
意
識
し
、
態
勢
を
整
え
る

た
め
荷
物
は
リ
ュ
ッ
ク
等
に

入
れ
て
背
負
い
、
手
に
は
荷

物
を
持
た
な
い
よ
う
に
し
ま

し
ょ
う
！

　

駐
車
場
か
ら
事
務
所
や
作
業

場
の
出
入
り
口
ま
で
の
経
路
、

段
差
・
ス
ロ
ー
プ
が
特
に
危

険
で
す
。

◆
危
険
な
時
間
帯
を
知
ろ
う
！

　

朝
７
時
〜
９
時
の
時
間
帯
が

特
に
危
険
で
す
。

※

詳
し
く
は
左
記
ま
た
は
最
寄

り
の
労
働
基
準
監
督
署
へ
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

問　
秋
田
労
働
局　

健
康
安
全

課
（
☎
０
１
８
―

８
６
２
―

６

６
８
３
）

自
動
車
の
登
録
手
続
き
年
度

末
を
待
た
ず
に
お
早
め
に
！

　

年
度
末
、
運
輸
支
局
の
自
動

車
検
査
・
登
録
窓
口
は
、
例
年

大
変
混
み
合
い
ま
す
。

　

特
に
３
月
中
旬
以
降
は
、
自

動
車
税
課
税
基
準
日
（
４
月
１

日
）
前
に
名
義
変
更
や
抹
消
登

録
手
続
き
を
行
う
方
々
に
よ
る

駆
け
込
み
申
請
お
よ
び
車
検
車

両
の
増
加
に
よ
り
大
変
混
雑
し
、

申
請
者
の
皆
様
に
は
長
時
間
お

待
ち
い
た
だ
く
状
況
に
な
っ
て

お
り
ま
す
。

　

自
動
車
の
諸
手
続
き
を
ご
予

定
の
方
は
、
年
度
末
前
の
比
較

的
混
雑
の
少
な
い
３
月
上
旬
頃

ま
で
に
手
続
き
さ
れ
ま
す
よ
う

お
願
い
し
ま
す
。

　

登
録
手
続
き
に
関
し
て
の
問

合
せ
は
、
ヘ
ル
プ
デ
ス
ク
（
登

録
手
続
き
案
内
）
を
ご
利
用
願

い
ま
す
。

問　
秋
田
運
輸
支
局
ヘ
ル
プ
デ

ス
ク
（
☎
０
５
０
―

５
５
４

０
―

２
０
１
２
）

ア
ス
ベ
ス
ト



八峰町電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金（均等割拡大分）

住民税均等割のみ課税世帯向けの給付事業について

低所得者の子育て世帯に対する新たな給付金について
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　町では、国の「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」を受け、物価高騰対策として、住民

税非課税および住民税所得割非課税の各世帯に属する（基準日：令和５年１２月１日）子ども１人当た

りに対し５万円の給付金の支給を、令和６年２月２６日から口座振込により順次行っております。

　すでに対象者には通知書を郵送しておりますので、受給をご希望の世帯は、必要に応じて受給手続き

を行ってください。

○転入世帯および世帯員に変更（転入等）があった世帯
　令和５年１月２日以降に八峰町へ転入した世帯及び世帯員が転入等のあった世帯については、届出書

等の提出をお願いします。

　なお、令和５年度住民税の課税状況により、対象外となる場合があります。

　　・低所得者の子育て世帯に対する給付金支給口座登録等の届出書

　　・令和５年度住民税課税（非課税）証明書の写し

　　　※令和５年１月１日時点でお住まいの市区町村にて発行

　　（世帯転入の場合は世帯員全員分、世帯員が転入された場合はその転入した世帯員分）

　　・受取口座を確認できる書類の写し

　　・申請者の本人確認書類の写し

○収入未申告世帯
　今後、令和４年収入を申告した上で、令和５年度住民税非課税世帯等に該当する場合は、上記と同様

に届出書と添付書類を提出してください。

■問合せ先　福祉保健課　保険年金福祉係　☎７６－４６０８

　エネルギー・食料品等価格の高騰による経済負担の軽減を図るため、住民税非課税世帯に対して給付

を実施してきましたが、この対象を拡大し、住民税課税世帯のうち、住民税均等割のみが課税されてい
る世帯（基準日：令和５年１２月１日）に対して１世帯当たり１０万円を給付します。
　対象者には、２月中旬に通知書を郵送しておりますので、必要に応じて受給手続きを行ってください。

申請期限は、令和６年３月８日（金）です。

※詳細は、通知内容をご確認ください。

■問合せ先　企画財政課　広報企画係　☎７６－４６０３


